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10 校→ 6 校 を上限 

5 校→ 3 校 を上限 

２ 
 
 
 秋田市教育委員会では、今年３月に策定した「秋田市小・中学校適正配置基本方針」

に基づき、市内７つの地域ごとに学校適正配置地域ブロック協議会を設置しました。 
今後、学校適正配置に関する取組状況や協議の内容等について、保護者や地域の皆

様にお知らせするため、協議会だよりを随時発行してまいります。 

 

＜北部地域ブロック＞  

 基本方針では、市内７つの地域ブロックごとに、将来の学校数の上限を定めました。 

小学校（土崎、港北、土崎南、高清水、外旭川、飯島、下新城、上新城、金足西、飯島南） 

中学校（土崎、外旭川、秋田北、将軍野、飯島） 

この基本方針に基づき、将来の望ましい学校数となるような学校の組み合わせにつ

いて、地域住民や保護者の代表の皆様と協議を始めました。 

 

1 回北部地域ブロック協議会の協議内容 

令和元年７月 30 日（火）18 時 30 分から、北部市民サービスセンターにおいて、 

第１回北部地域ブロック協議会を行い、次のことを話し合いました。 

 

＜議題＞ 

秋田市小・中学校適正配置基本方針の概要について 

北部地域における現状と課題について 

学校統合の方向性の決定に向けた今後の進め方について 

 

＜今回の協議で決定した事項＞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜協議の中で出された主な意見・質問＞      ＜教育委員会の対応案＞ 

 

 

 

 

 

 
 

裏面につづく 

令和元年８月 27 日発行 秋田市教育委員会 

秋田市学校適正配置  

北部地域ブロック協議会だより 
                                 第 1 号 

第

統合により学区が広域となった場合、通学

時の安全をどのように確保するのか。 

通学時の安全確保は、重要であると捉えて

おり、必要に応じて、スクールバスの運行な

ど、適切な交通手段を確保します。 

学校の統合を進めるにあたり、小学校単位

で活動している地区民生児童委員協議会、地

区社会福祉協議会、地区市民憲章推進協議会

など、地域の様々な諸団体との兼ね合いはど

うなるのか。 

学校統合に伴う団体等のあり方について

は、各団体でご判断していただくことになり

ますが、諸団体を所管する市役所内の関係部

局には、協議内容を随時、情報提供していき

ます。 

★統合のシミュレーション示す★ 

○協議会からの要請を受け、たたき台とし

て、教育委員会が、学校の適正配置に向

けた統合のシミュレーション（小・中学

校の組み合わせ）を示します。 
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○ その他、「小学校単位で地域コミュニティが形成されているので、市のまちづくりに関する各

種計画との整合性を図るべき」「協議の期限を設けなければ、学校統合までのスケジュール感が

わからない」などの意見等がありました。 

 

域ブロック協議会委員 北部地域の委員は、次のとおりです。（全 33 名）   

 № 団  体  名  № 団  体  名 

地 

域 

委 

員 

1 北部地域住民自治協議会 
保 

護 

者 

委 

員 

1 土崎中学校ＰＴＡ 

2 秋田みなと振興会 2 外旭川中学校ＰＴＡ 

3 土崎地区町内会連合会 3 秋田北中学校ＰＴＡ 

4 寺内地区町内会連絡協議会 4 将軍野中学校ＰＴＡ 

5 将軍野地区町内会連合会 5 飯島中学校ＰＴＡ 

6 外旭川地区振興会 6 土崎小学校ＰＴＡ 

7 飯島地区振興協議会 7 港北小学校ＰＴＡ 

8 飯島地区町内会連合会 8 土崎南小学校ＰＴＡ 

9 飯島南小地区町内会連合会 9 高清水小学校ＰＴＡ 

10 下新城地区振興会 10 外旭川小学校ＰＴＡ 

11 上新城地区振興会 11 飯島小学校ＰＴＡ 

12 金足地区振興会 12 下新城小学校ＰＴＡ 

13 北部地域子育て支援ネットワーク連絡会 13 上新城小学校ＰＴＡ 

14 土崎ブロック体育協会連絡協議会 14 金足西小学校ＰＴＡ 

15 北部地区体育協会連絡協議会 15 飯島南小学校ＰＴＡ 

16 港商友会 16 私立幼稚園・認定こども園協会推薦 

公募 1 公募委員※ 

 

 

2 回北部地域ブロック協議会の開催予定                        

日 時 ： 令和元年 10 月 23 日（水）18 時 30 分～ 

会 場 ： 北部市民サービスセンター 地域文化ホール 

議 題 ： 北部地域における小・中学校の統合案について 等 

 協議会は傍聴することができます。傍聴をご希望のかたは、直接会場にお越しくだ

さい。受付は先着順です。定員に達した場合は、入場をお断りすることがありますの

で、あらかじめご了承ください。 

 

 
●お問い合わせ先● 

秋田市教育委員会学校適正配置推進室 

秋田市山王一丁目１番１号 

電  話 ８８８－５８１２ ＦＡＸ  ８８８－５８０４ 

e-mail  ro-edaz@city.akita.lg.jp 

https://www.city.akita.lg.jp/kyoikuiinkai/1010626/1021066.html 

地

基本方針では、将来の学校の適正規模を

小・中学校ともに 12 学級から 18 学級とし、

より望ましい規模を 18 学級としている根拠

は何か。 

小学校では１学年に３学級、中学校では１

学年に６学級あることにより、集団行動や交

流活動が活発に行えるほか、部活動などの選

択肢が確保できることから、18学級をより望

ましい学校の規模としています。 

第

※公募委員は、一般市民の中から選考された委員です 

学校適正配置の取組は、市が目指している

コンパクトシティ※と関連があるのか。 

※各地域の拠点等に、多様なサービス機能や人口

を集積したコンパクトなまちづくり 

子どもたちにとって、より良い教育環境を

整えていくために取り組むものであり、コン

パクトシティ構想とは、直接的につながるも

のではありません。 
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